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「食べること」は、言うまでもなく、私たちが生きていく上で基本となる営みです。そして、食に関
する知識や食を選択する力を身につけ、健康で豊かな食生活を実践していくためには、「食育」
が重要となります。食育を推進し、食への意識が高まることで、食にたずさわる方々への感謝の気
持ちや地域の食文化への理解も育まれます。 

 
兵庫県では、平成 18年に「食の安全安心と食育に関する条例」を制定し、「食育推進計画」

を５年ごとに評価・改定しながら、時代の変化に応じた食育を推進してきました。この間、県内の
各市町でも食育推進計画が策定され、地域で食育活動に取り組む組織や団体との連携が進
み、学校での食に関する指導なども充実してきています。 

 
一方、朝食欠食など食習慣の乱れ、食塩の過剰摂取等に起因する生活習慣病の増加、若

い女性の過度の痩身や、高齢者の低栄養など、食にまつわる健康問題はいまだ多く残っていま
す。 
これからの人生 100 年時代を見据え、誰もが生涯にわたって、心身ともに健康で、いきいきと

充実した生活を送ることができるよう、食育の取組を一層充実させていかなければなりません。 
 
これまでの取組の成果や課題を踏まえるとともに、SDGs（持続可能な開発目標)の視点を

取り入れ、このたび「食育推進計画（第４次）」を策定しました。①子どもとその親、若い世代
の食育力の強化、②地域社会で支え、つなげる食育推進、③持続可能な食への理解を促進
するための食育推進、④時代のニーズに応じた食育活動の推進の４つを重点事項に、「食で育
む元気なひょうご」の実現をめざしてまいります。 

 
また、計画の実効性を確保するため、できる限り客観的な目標値を設定し、県民の皆様に進

捗状況等を分かりやすく示していきます。県民一人ひとりの主体的な取り組みはもとより、学校、
職場、事業者、地域などが連携・協力しながら、「人の輪（わ）」「和食文化の和（わ）」「環
境の環（わ）」の３つの「わ」を支える食育をさらに推進していきましょう。 

 
最後になりましたが、計画策定に当たり、ご尽力を賜った「食の安全安心と食育審議会」の委

員の皆様に心からお礼を申し上げます。 
 

令和４年３月 
 

顔写真 
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食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって続く営みであることから、食育
は生きる上での基本であり、子どもはもちろん、大人にとっても大切です。 

本県では、食の安全安心及び食育に関する施策を総合的・計画的に推進することにより、豊
かで活力ある社会の実現をめざす「食の安全安心と食育に関する条例」を平成 18年３月に制
定しました。この条例を踏まえ、平成 19年 3月に「食育推進計画～食で育む 元気なひょうご
～」、平成 24年 3月に「食育推進計画（第 2次）」、平成 29年 3月に「食育推進計画（第
３次）」を策定し、保健、農林水産、教育を中心として関係部局が連携し、食育を推進してき
ました。 

 
これまでの 3 次にわたる計画の推進により、全市町で食育推進計画が策定され、食育に関

心のある人や地域と連携した食育活動に取り組む組織・団体の増加、学校での食に関する指
導の充実、直売所利用者の増加など、食育の実践と連携は着実に進展してきました。 
一方、子どもや若い世代における朝食摂取率や、地域の行事食・郷土料理を知って作ること

ができる人は、計画策定時と比較して横ばいであることに加え、食塩の過剰摂取や野菜の摂取
不足など食生活に起因する生活習慣病等の増加、若い女性の過度の痩身や高齢者の低栄
養等への対応など、食に関する健康問題は依然として多く残っています。 

 
人生 100 年時代を見据え、安心の基盤は「健康」であり、健康寿命を延伸するためには、

乳幼児期を含む子どもとその親、若い世代から高齢者に至るまで、生涯を通じて県民一人ひと
りが栄養バランスに配慮した食事を習慣的に摂取し、健康で心豊かな食生活を実践していくこと
が重要です。 
また、単独世帯が増加し、家庭の状況や生活が多様化する中で、誰一人取り残すことなく食

育の機会を広く届けられるよう、市町をはじめ関係団体や民間企業など、多様な食育関係者と
の連携がますます必要となってきます。 
さらには、食品ロスの削減など、「持続可能な食を支える食育活動の推進」や、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のための「新しい生活様式」や社会のデジタル化を踏まえた食育を推進し
ていく必要があります。 
そこで、これまでの食育推進の成果や課題、食をめぐる現状や課題を踏まえ、食育の推進が

持続可能な社会の実現に向けた礎となる取り組みであり、「持続可能な開発目標（SDGs）」
の達成につながることを再確認し、県と県民、市町、地域全体が連携と協働を図りながら、「食
の安全安心推進計画」と一体的に、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための
指針として、令和 4(2022)年度から令和 8(2026)年度までの 5 年間を計画期間とする「食育推進
計画（第 4次）」を策定します。 

第１章 食育推進計画の基本的な考え方        

１ 計画策定の趣旨                        

- 3 - 

 

兵庫県食育推進計画（第４次） 
 

 
目次 
 
第１ 食育推進計画の基本的な考え方       
  １ 計画策定の趣旨      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
  ２ 基本理念          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
  ３ 計画の位置づけ      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
  ４ 計画の期間         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
  ５ 計画の推進体制      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
  ６ 計画の管理         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
  ７ 関係者の役割        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
 
第２ 食と健康を取り巻く情勢の変化 
  １ 社会経済状況       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 
２ 健康と食生活         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 ３ 食料の生産と流通、伝統的な食文化    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 
  ４ 食育活動の連携強化、体制整備      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 
 
第３ 第３次計画の評価と課題 
  １ 第３次計画の評価              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 
  ２ 優先して取り組むべき課題             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 
 
第４ 第４次計画のめざす姿           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 
１ 重点事項にかかる取り組みの基本方針       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 
２ 第４次計画における食育推進に関する指標     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 
 

第５ めざす姿を実現するための施策展開 
  （柱１）子どもとその親、若い世代を中心とした健全な食生活の実践  ・・・・・・・・・・47 
  （柱２）健康寿命の延伸と健やかな暮らしを支える食育活動の推進  ・・・・・・・・・・58 
  （柱３）持続可能な食を支える食育活動の推進    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 
  （柱４）食育推進のための体制整備               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 
 
参考資料 
  用語解説                       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 
食育ピクトグラム解説                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 
食の安全安心と食育に関する条例        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・１
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・２
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・４
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・４
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・５
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・６
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・６

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・22
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・28

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・31
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・36

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・85
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・92
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・93

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・37
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・38
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・46

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・69
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・78

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・47
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・58


